
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
二
十
号

土
地
区
画
整
理
法
施
行
法
　
抄

（
特
別
都
市
計
画
法
等
の
廃
止
）

第
一
条
　
左
に
掲
げ
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
特
別
都
市
計
画
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
十
九

号
）

二
　
特
別
都
市
計
画
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
補

助
を
国
債
証
券
の
交
付
に
よ
り
行
う
等
の
法
律
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
七
号
）

（
一
人
で
又
は
数
人
共
同
し
て
施
行
し
て
い
る
土
地
区

画
整
理
に
関
す
る
措
置
）

第
二
条
　
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

十
九
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際
第

十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
（
大
正
八

年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
現
に

一
人
で
又
は
数
人
共
同
し
て
施
行
し
て
い
る
土
地
区
画

整
理
は
、
新
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
、
同
法
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
さ
れ
る
土
地
区
画
整
理
事

業
と
な
り
、
そ
の
土
地
区
画
整
理
の
整
理
施
行
者
は
、

そ
の
日
に
お
い
て
、
同
法
同
条
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
者
と
な
る
も
の
と

す
る
。

（
土
地
区
画
整
理
組
合
が
施
行
し
て
い
る
土
地
区
画
整

理
に
関
す
る
措
置
）

第
三
条
　
新
法
の
施
行
の
際
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
現
に
土
地

区
画
整
理
を
施
行
し
て
い
る
土
地
区
画
整
理
組
合
（
以

下
本
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
旧
組
合
」
と
い
う
。
）

又
は
旧
組
合
が
設
け
て
い
る
土
地
区
画
整
理
組
合
連
合

会
及
び
こ
れ
ら
が
施
行
す
る
土
地
区
画
整
理
に
つ
い
て

は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
第

十
二
条
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
五
条
ノ
三
ま
で
（
こ

れ
ら
の
規
定
に
基
く
命
令
を
含
む
。
）
の
規
定
（
以
下

第
八
条
に
お
い
て
「
旧
組
合
等
に
関
す
る
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
新
法
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
旧
組
合
又
は
土
地
区
画
整
理
組
合

連
合
会
で
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
（
昭

和
三
十
四
年
台
風
第
十
五
号
に
よ
る
災
害
の
た
め
土
地

区
画
整
理
の
施
行
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
た
旧
組
合
で

建
設
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
六
年
と
す

る
。
以
下
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
過
し
た
日
に

お
い
て
現
に
存
す
る
も
の
（
清
算
中
の
も
の
を
除
く
。
）

は
、
そ
の
日
に
お
い
て
、
解
散
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
旧
組
合
は
、
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

以
内
に
、
そ
の
組
織
を
変
更
し
て
、
同
法
の
規
定
に
よ

る
土
地
区
画
整
理
組
合
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
新
組

合
」
と
い
う
。
）
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
旧
組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
新
組
合
と
な
ろ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
総
会
の
議
決
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
総
会
の
議
決

は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
第

十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
耕
地
整
理
法

（
明
治
四
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
五
十
条
の
条
件

を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
旧
組
合
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
新
組
合
と
な
ろ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旧
組
合
が
土
地
区
画

整
理
組
合
連
合
会
に
所
属
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
土

地
区
画
整
理
組
合
連
合
会
に
所
属
し
て
い
る
他
の
旧
組

合
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
四
項
に
規
定
す
る
議
決
及
び
前
項
に
規
定
す
る
同

意
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
旧
組
合
を
代
表
す
る

者
は
、
新
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
認
可
を
申
請
す
る

者
と
な
り
、
新
法
の
規
定
に
基
き
、
新
組
合
の
設
立
に

必
要
な
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
旧
組
合
の
規
約
及
び
設
計
書
を
基
準
と
し

て
新
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
を
定
め
る
も
の
と

し
、
組
合
の
設
立
に
関
し
て
新
法
第
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
七
条
に
規
定
す
る
手
続
は
、
要
し
な

い
も
の
と
す
る
。

７
　
新
組
合
の
設
立
に
つ
い
て
新
法
第
十
四
条
に
規
定
す

る
都
道
府
県
知
事
の
認
可
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
旧
組
合
は
、
そ
の
認
可
の
あ
つ
た
時
に
お
い

て
、
新
組
合
と
な
り
、
旧
組
合
の
施
行
し
て
い
た
土
地

区
画
整
理
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
、
同
法
第
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
施
行
さ
れ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
と

な
る
。

８
　
新
組
合
は
、
そ
の
設
立
に
つ
い
て
新
法
第
十
四
条
に

規
定
す
る
認
可
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第

二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
認
可

の
公
告
前
に
お
い
て
も
、
新
組
合
の
成
立
又
は
定
款
若

し
く
は
事
業
計
画
を
も
つ
て
当
該
旧
組
合
の
組
合
員
で

あ
る
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
土
地
区
画
整
理
組
合
連
合
会
に
所
属
し
て
い
る
旧
組

合
が
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
新
組
合
と
な
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
土
地
区
画
整
理
組
合
は
、
当
該
土
地

区
画
整
理
組
合
連
合
会
か
ら
脱
退
し
た
も
の
と
す
る
。

10
　
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
旧
組
合
が
新
組
合
と
な
つ
た

際
に
旧
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
は
、
そ
の
旧
組
合

が
新
組
合
と
な
る
前
に
生
じ
た
そ
の
旧
組
合
の
債
務
に

つ
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計

画
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
耕
地
整

理
法
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
責
任
を
免
か
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
責
任
は
、
新
組
合
の
設
立
に
つ

い
て
新
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
公
告
が
あ
つ
た
日
後

二
年
以
内
に
請
求
又
は
請
求
の
予
告
を
し
な
い
債
権
者

に
対
し
て
は
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
時
に
お
い
て
消

滅
す
る
。

11
　
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
旧
組
合
が
新
組
合
と
な
つ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
新
組
合
は
、
そ
の
際
に
旧
組

合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
以
外
の
者
で
新
組
合
の
組
合

員
と
な
つ
た
も
の
に
対
し
、
そ
の
旧
組
合
の
事
業
に
要

し
た
経
費
に
充
て
る
た
め
の
金
銭
を
賦
課
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

（
公
共
団
体
が
施
行
し
て
い
る
土
地
区
画
整
理
に
関
す

る
措
置
）

第
四
条
　
新
法
の
施
行
の
際
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
都
市
計
画
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
現
に
公
共

団
体
が
施
行
し
て
い
る
土
地
区
画
整
理
に
つ
い
て
は
、

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
第
十
二

条
か
ら
第
十
五
条
ノ
三
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
く

命
令
を
含
む
。
）
の
規
定
（
以
下
第
八
条
に
お
い
て

「
公
共
団
体
施
行
に
関
す
る
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
新

法
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

２
　
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た

日
に
お
い
て
前
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
で
現
に

施
行
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
日
に
お
い
て
、
廃
止

さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

３
　
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
、
新
法
の
施
行
の
日
か
ら

起
算
し
て
五
年
以
内
に
、
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区

画
整
理
に
つ
い
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
施
行
規
程
を
定

め
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
土
地
区
画
整
理
は
、
そ

の
施
行
規
程
の
施
行
の
日
に
お
い
て
、
同
法
第
三
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
さ
れ
る
土
地
区
画
整
理
事
業

と
な
り
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
そ
の
日
に

お
い
て
、
同
法
同
条
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
土
地
区

画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
者
と
な
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画

整
理
が
新
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
施
行
さ
れ

る
土
地
区
画
整
理
事
業
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
土
地
区
画
整
理
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
施
行

地
区
及
び
設
計
書
は
、
新
法
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画

に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
設
計
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
う

ち
に
同
法
又
は
こ
れ
に
基
く
命
令
の
規
定
に
違
反
す
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
は
、
同
法
の
規
定
に

よ
る
事
業
計
画
と
し
て
の
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
す

る
。

第
五
条
　
削
除

（
従
前
の
処
分
、
手
続
等
の
効
力
）

第
六
条
　
第
二
条
、
第
三
条
第
七
項
、
第
四
条
第
三
項
又

は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
区
画
整
理
事
業
と

な
つ
た
土
地
区
画
整
理
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
土
地
区

画
整
理
事
業
と
な
る
前
に
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
都
市
計
画
法
若
し
く
は
旧
特
別
都
市
計
画
法
の

規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
耕
地
整

理
法
の
規
定
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
く

命
令
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行

為
は
、
新
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
中
こ
れ
ら
の

規
定
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

法
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土

地
区
画
整
理
に
関
す
る
新
法
の
適
用
）

第
七
条
　
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
土
地
区
画
整
理
は
、
新
法
第
百
二
十
八
条
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
現
に
施
行
さ
れ
て
い

る
土
地
区
画
整
理
事
業
と
み
な
す
。

（
新
法
の
施
行
前
の
行
為
等
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
等
）

第
八
条
　
新
法
の
施
行
前
（
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

旧
組
合
、
土
地
区
画
整
理
組
合
連
合
会
又
は
土
地
区
画

整
理
に
つ
い
て
は
、
同
条
同
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を

有
す
る
旧
組
合
等
に
関
す
る
規
定
の
失
効
前
と
し
、
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
に
つ
い
て

は
、
同
条
同
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
有
す
る
公
共
団

体
施
行
に
関
す
る
規
定
の
失
効
前
と
す
る
。
以
下
本
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
新
法
の
施
行
後
（
第
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
旧
組
合
、
土
地
区
画
整
理
組
合
連
合
会
又
は

土
地
区
画
整
理
に
つ
い
て
は
、
同
条
同
項
の
規
定
に
よ

り
効
力
を
有
す
る
旧
組
合
等
に
関
す
る
規
定
の
失
効
後

と
し
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
区
画
整
理
に

つ
い
て
は
、
同
条
同
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
有
す
る

公
共
団
体
施
行
に
関
す
る
規
定
の
失
効
後
と
す
る
。
）

に
お
い
て
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
新
法
の
施
行

前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
異
議
の
申
立
、
訴
願
、
訴
訟

又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
計
画
法
第

十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
耕
地
整
理
法
第

八
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
額
決
定
の
請
求
に
つ

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
は
、
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
新
法
の
施
行
の
際
現
に
都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
り

都
市
計
画
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
土
地
区
画
整
理
の

区
域
は
、
新
法
の
適
用
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
都
市
計
画
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画

法
の
規
定
に
よ
り
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
べ
き

こ
と
が
都
市
計
画
と
し
て
決
定
さ
れ
た
区
域
と
み
な

す
。

３
　
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土

地
区
画
整
理
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
、
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第
十
六
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
三
月
三
日
法
律
第
三
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
六
月
一
五
日
法
律
第
一

〇
一
号
）
　
抄

こ
の
法
律
（
第
一
条
を
除
く
。
）
は
、
新
法
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
八

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
検
討
）

第
二
百
五
十
条
　
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
に
つ
い
て
は
、
で

き
る
限
り
新
た
に
設
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と

と
も
に
、
新
地
方
自
治
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
及

び
新
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
政
令
に
示
す
も
の
に
つ
い

て
は
、
地
方
分
権
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
検
討
を
加

え
、
適
宜
、
適
切
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
百
五
十
一
条
　
政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
務
及

び
事
業
を
自
主
的
か
つ
自
立
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
、

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
地
方
税

財
源
の
充
実
確
保
の
方
途
に
つ
い
て
、
経
済
情
勢
の
推

移
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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